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特許無効審決（成立）取消訴訟

（「赤外線センサＩＣ、赤外線センサ及びその製造方法」進歩性誤認事件）
［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10044号、平成29年６月20日判決言渡－

　化合物半導体をドーピングした化合物半導体を用いる赤外線センサにつき、相違点（相違点は審決認
定のとおりである）について、本件発明と引用例のドーピングの状態を考慮して、両者の作用に着目して、
引用例より本件発明を導き出す際に、当業者が適宜なし得る設計事項に該当しないこと、引用発明に周
知事項を適用して本件発明を得ることはできないこと、引用発明に本件発明の周知技術を適用すること
には動機づけがないこと、また引用発明に周知技術を適用することには、阻害要因があることを認定して、
特許無効審決が取り消された事例。
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当裁判所の判断

１　本件各発明について
⑴　本件各発明は、室温での動作が可能である超小型の量子型赤外線センサである。

本件各発明の一実施形態に係る化合物半導体赤外線センサ（図10）では、赤外線が入射すると、光
吸収層である第七化合物半導体層17において吸収され、電子正孔対を生成する。生成した電子正
孔対はｎ層である第六化合物半導体層16とｐ層である第八化合物半導体層18とのポテンシャル差に
よって分離され、電子はｎ層側へ、また正孔はｐ層側へと移動して光電流となる。また、ｐ層側へ
のキャリアは拡散して拡散電流となる。ｐ層である第八化合物半導体層はエネルギーバンドギャッ
プのより大きな材料であるから、ｐ層部分の真性キャリア密度を小さくすることができ、第七化合
物半導体層17から第八化合物半導体層18への拡散電流を抑えることができる。

図11は上記の状態を示す前記化合物半導体赤外線センサのエネルギーバンド図である。第八化合
物半導体層18自身はｐ層側へされた正孔の流れを阻害しない。その結果、漏れ電流を大幅に減少さ
せることができる。第七化合物半導体層17をｐ型にドーピングすると、そのｐ型ドーピング濃度は、
第六化合物半導体層16及び第八化合物半導体層18それぞれの伝導帯と十分大きな伝導帯のバンドオ
フセットを取れるように調整される。

⑵　本件各発明に係る赤外線センサは、室温での動作が可能であり、素子抵抗が小さい化合物半導体
素子による電磁ノイズや熱ゆらぎの影響を受けにくいという特徴を有し、小型で安価な人感センサ
を実現することができた。

２　取消事由１（引用発明Ｃに基づく本件発明１の進歩性判断の誤り）について
⑴　引用発明Ｃについて開示された事項

ア　引用例４には、引用発明Ｃに関し、そのＩｎＳｂデバイスの構造の模式図は図２ａ（ⅰ）、その
エネルギーバンド図は図２ａ（ⅱ）で示される。

イ　引用発明Ｃは、Ｉｎ１－ＸＡｌＸＳｂで作製された赤外線検出器に関し、多層・エピタキシャル・
ヘテロ構造を採用することにより、冷却なしに動作させるものである。また、引用発明Ｃの赤外
線検出器は、近真性（ｎｅａｒ　ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ）、ナローギャップで、２つのワイドギャッ
プレイヤーの間か、又は１つのワイドギャップレイヤーと１つの高濃度ドープ層の間に挟まれる
エピタキシャル層を有する構造（具体的には、ｐπｎ＋やｐνｎ＋という構造、下線はワイドギャッ
プを意味し、πは近真性ｐを意味し、νは近真性ｎを意味する。）である。ワイドギャップ領域
は、キャリアの熱生成レートが非常に小さく、同時に、コンタクト部におけるキャリア生成から
活性領域を隔離することから、ノイズ生成を活性ボリュームに限局する（審決認定のとおりであり、
原告が主張する引用発明Ｃの認定に誤りはないとした）。

⑵　本件発明１と引用発明Ｃとの対比
ア　本件発明１と引用発明Ｃの一致点　

本件発明１と引用発明Ｃは、「室温において冷却機構無しで動作が可能」な赤外線センサの点。
イ　本件発明１と引用発明Ｃの相違点

本件発明１と引用発明Ｃの相違点は、相違点ｃ－１ないしｃ－３である（本件審決が認定した
とおりであり、当事者間に争いがない。）。

ウ　上記相違点中の相違点ｃ－１（審決の認定では）は、ＩｎＳｂである第２の化合物半導体層に関
して、本件発明１は、「ｐ型ドーピングされた」ものであって、「ｐ型ドーピング濃度は、１×1016

原子／ｃｍ３以上１×1018原子／ｃｍ３未満」であるのに対して、引用発明Ｃは、意図的にドープされて
いない、π－ＩｎＳｂである点で相違するとしている。

被告は、相違点ｃ－１は実質的相違点でなく、仮にそうでないとしても相違点ｃ－１に係る本


